
市 議 会 だ よ り

で
す
。

主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

川
越
市
介
護
給
付
費
等
支
給
審
査

会
の
委
員
の
定
数
等
を
定
め
る
条
例

に
つ
い
て
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
給

付
費
等
の
支
給
に
関
す
る
審
査
会
を

設
置
し
、
委
員
の
定
数
を
二
十
人
以

内
に
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
名
称

を
川
越
市
介
護
給
付
費
等
支
給
審
査

会
と
し
た
も
の
で
す
。
な
お
、
附
則

に
お
い
て
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤

の
者
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
を
一
部
改
正
し
、
介
護
給
付

費
等
支
給
審
査
会
の
委
員
の
報
酬
を

日
額
一
万
六
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

川
越
市
心
身
障
害
児
母
子
通
園
施

設
条
例
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
法

の
居
宅
生
活
支
援
費
が
障
害
者
自
立

支
援
法
の
介
護
給
付
費
に
移
行
す
る

た
め
、
川
越
市
心
身
障
害
児
母
子
通

園
施
設
（
川
越
市
立
ひ
か
り
児
童
園
）

の
使
用
料
に
係
る
規
定
の
整
備
を
し

た
も
の
で
す
。

川
越
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

支
給
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
は
、

本
市
が
支
援
費
の
支
給
等
を
し
て
い

る
本
市
の
区
域
外
の
施
設
に
入
所
等

を
し
て
い
る
者
の
う
ち
、
医
療
費
助

成
金
に
相
当
す
る
給
付
の
支
給
を
受

け
て
い
な
い
者
を
新
た
に
加
え
る
こ

と
と
し
、
他
の
市
町
村
が
支
援
費
の

支
給
等
を
し
て
い
る
本
市
の
区
域
内

の
施
設
に
入
所
等
を
し
て
い
る
者
の

う
ち
、
医
療
費
助
成
金
に
相
当
す
る

給
付
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
こ
と
と
し
た
も
の
で
す
。
併
せ
て
、

規
定
の
整
備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
衛
生
関
係
事
務
手
数
料

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

定
め
る
こ
と
に
つ
い
て│

原
案
可
決
│

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る

法
律
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
本
条

例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
動
物
取
扱
業
の

登
録
申
請
手
数
料
等
の
新
た
な
手
数

料
の
設
定
及
び
手
数
料
の
額
等
の
改

正
並
び
に
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検

査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
の
名
称
が

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
に

改
め
ら
れ
る
こ
と
等
に
伴
う
規
定
の

整
備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
霞
ケ
関
駅
自
由
通
路
条

例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

▽
　
川
越
市
道
路
附
属
物
自
動
車
駐

車
場
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
│
原
案
可
決
│

霞
ケ
関
駅
北
口
整
備
事
業
に
伴
い
、

条
例
を
制
定
し
た
も
の
で
す
。

主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

川
越
市
霞
ケ
関
駅
自
由
通
路
条
例

に
つ
い
て
は
、
霞
ケ
関
駅
の
利
用
者

等
の
利
便
性
の
向
上
を
図
り
、
同
駅

の
南
北
を
つ
な
ぐ
自
由
通
路
を
設
置

す
る
た
め
、
当
該
自
由
通
路
の
名
称

及
び
位
置
、
行
為
の
禁
止
、
利
用
の

禁
止
又
は
制
限
、
損
害
賠
償
そ
の
他

の
事
項
を
定
め
た
も
の
で
す
。

川
越
市
道
路
附
属
物
自
動
車
駐
車

場
条
例
に
つ
い
て
は
、
駅
前
広
場
の

交
通
の
円
滑
化
と
駅
利
用
者
等
の
利

便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
設
置
す
る

自
動
車
駐
車
場
の
名
称
及
び
位
置
、

駐
車
で
き
る
自
動
車
、
駐
車
期
間
、

駐
車
料
金
の
額
、
損
害
賠
償
そ
の
他

駐
車
場
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
開
発
許
可
等
の
基
準
に

関
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
│
原
案
可
決
│

都
市
計
画
法
の
規
定
に
基
づ
く
市

街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
開
発
許
可

等
の
基
準
を
定
め
る
た
め
、
本
条
例

を
制
定
し
た
も
の
で
す
。

主
な
内
容
は
、
都
市
計
画
法
の
規

定
に
基
づ
き
、
市
街
化
調
整
区
域
に

お
け
る
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
し

必
要
な
事
項
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
運

用
し
て
き
た
開
発
許
可
の
基
準
等
に

加
え
、
新
た
に
最
低
敷
地
面
積
、
開

発
を
許
可
す
る
区
域
の
指
定
、
環
境

の
保
全
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
予
定
建
築
物
の
用
途
に
つ
い
て
定

め
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
│
原
案
可
決
│

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

関
係
す
る
九
件
の
条
例
の
一
部
を
一

括
し
て
改
正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
普
通
地
方
公
共

団
体
の
職
員
に
対
し
支
給
す
る
こ
と

が
で
き
る
手
当
の
種
類
を
定
め
て
い

る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
条
第
二
項

の
改
正
に
伴
い
、
職
員
に
支
給
し
て

い
た
「
調
整
手
当
」
を
廃
止
し
、
新

た
に
「
地
域
手
当
」
を
支
給
す
る
こ

と
と
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
及
び
川
越
市
企
業

職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

通
勤
手
当
の
支
給
要
件
の
見
直
し

を
行
う
た
め
、
関
係
す
る
二
件
の
条

例
の
一
部
を
一
括
し
て
改
正
し
た
も

の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
通
勤
距
離
が
片

道
二
km
以
上
の
も
の
で
、
交
通
機
関

等
を
利
用
せ
ず
、
又
は
交
通
用
具
を

使
用
し
な
い
も
の
及
び
、
通
勤
距
離

が
片
道
二
km
未
満
の
も
の
に
係
る
通

勤
手
当
を
廃
止
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
　
　
　
│
原
案
可
決
│

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
年

度
ま
で
の
保
険
料
率
を
定
め
る
等
の

た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た

も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
各
年
度
に
お
け

る
保
険
料
率
に
関
す
る
第
一
号
被
保

険
者
の
区
分
ご
と
の
保
険
料
率
を
定

め
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
保
健
所
条
例
及
び
川
越

市
立
診
療
所
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
│
原
案
可
決
│

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

九
十
二
号
を
も
っ
て
診
療
報
酬
の
算

定
方
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

関
係
す
る
二
件
の
条
例
の
一
部
を
一

括
し
て
改
正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
川
越
市
保
健
所

条
例
の
手
数
料
の
額
に
係
る
規
定
及

び
川
越
市
立
診
療
所
条
例
の
使
用
料

の
額
に
係
る
規
定
を
整
備
し
た
も
の

で
す
。

▽
　
包
括
外
部
監
査
契
約
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

当
該
契
約
の
締
結
に
当
た
り
、
あ

ら
か
じ
め
監
査
委
員
の
意
見
を
聴
く

と
と
も
に
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
包
括
外
部
監
査
契
約
に
係
る

契
約
の
目
的
、
契
約
の
始
期
、
契
約

の
金
額
及
び
相
手
方
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
求
め
た

も
の
で
す
。

な
お
、
契
約
の
始
期
、
金
額
及
び

相
手
方
は
次
の
と
お
り
で
す
。

一
、
契
約
の
始
期

平
成
十
八
年
四
月
一
日

二
、
契
約
の
金
額

一
千
六
百
万
円
を
上
限
と
す

る
額

三
、
契
約
の
相
手
方

和
光
市
新
倉
一
丁
目

十
一
番
九
十
号

和
　
田
　
正
　
夫

（
公
認
会
計
士
）

▼
　
第
一
日
（
二
月
二
十
七
日
）
会

期
を
二
十
六
日
間
と
決
定
。
継
続

審
査
と
な
っ
て
い
た
案
件
に
つ
い

て
、
各
委
員
長
よ
り
報
告
が
行
わ

れ
、
審
議
の
結
果
、
請
願
二
件
の

う
ち
一
件
を
不
採
択
、
一
件
は
請

願
者
か
ら
の
取
下
げ
願
を
了
承
す

る
こ
と
に
決
定
。
地
域
振
興
ふ
れ

あ
い
拠
点
施
設
建
設
に
か
か
わ
る

諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
継

続
審
査
と
決
定
。
ま
た
、
平
成
十

六
年
度
決
算
十
三
件
を
そ
れ
ぞ
れ

認
定
。
次
に
提
出
案
三
十
七
件
に

つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
実
施
。

▼
　
第
二
日
（
二
月
二
十
八
日
）
本

会
議
休
会
。

▼
　
第
三
日
（
三
月
一
日
）
提
出
案

に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

▼
　
第
四
日
（
三
月
二
日
）
提
出
案

に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

▼
　
第
五
日
（
三
月
三
日
）
提
出
案

に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

平成１８年４月２５日発行 （２）
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関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

▼
　
第
六
日
（
三
月
四
日
）
及
び
第

七
日
（
三
月
五
日
）
本
会
議
休
会
。

▼
　
第
八
日
（
三
月
六
日
）
本
会
議

休
会
。
議
会
運
営
委
員
会
開
催
。

▼
　
第
九
日
（
三
月
七
日
）
通
告
順

に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
日
（
三
月
八
日
）
通
告
順

に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
一
日
（
三
月
九
日
）
か
ら

第
十
四
日
（
三
月
十
二
日
）
ま
で

本
会
議
休
会
。

▼
　
第
十
五
日
（
三
月
十
三
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
六
日
（
三
月
十
四
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
七
日
（
三
月
十
五
日
）
本

会
議
休
会
。

▼
　
第
十
八
日
（
三
月
十
六
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

次
に
追
加
提
出
さ
れ
た
議
案
三
件

に
つ
い
て
、
提
案
理
由
の
説
明
、

質
疑
を
実
施
し
た
後
、
関
係
委
員

会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

▼
　
第
十
九
日
（
三
月
十
七
日
）
本

会
議
休
会
。
四
常
任
委
員
会
開
催
。

▼
　
第
二
十
日
（
三
月
十
八
日
）
及

び
第
二
十
一
日
（
三
月
十
九
日
）

本
会
議
休
会
。

▼
　
第
二
十
二
日
（
三
月
二
十
日
）

本
会
議
休
会
。
厚
生
常
任
委
員
会

開
催
。

▼
　
第
二
十
三
日
（
三
月
二
十
一
日
）

及
び
第
二
十
四
日
（
三
月
二
十
二

日
）
本
会
議
休
会
。

▼
　
第
二
十
五
日
（
三
月
二
十
三
日
）

本
会
議
休
会
。
厚
生
常
任
委
員
会

開
催
。

市 議 会 だ よ り 平成１８年４月２５日発行（３）

平 成 1 8 年 度 当 初 予 算
一般会計・特別会計（１２会計）の総額は

１,６７５億８,８５８万円余に
今定例会には、平成１８年度一般会計予算など当初予算１３件が提案され、それぞれ原案どおり可決されました。

今年度の当初予算は昨年度と比べ、一般会計で０.４％（３億１千万円）の増、特別会計１２会計の合計で２.６％

（２１億４０７万３千円）の減、全体の予算では１.１％（１７億９,４０７万３千円）の減となっています。

平成１８年度一般会計予算の総額は８７６億３千万円、特別会計１２会計の予算額は合計で７９９億５,８５８万６千円

で、各会計別の予算額は次の表のとおりです。

（表１）平成１８年度会計別予算額 （△印は減） 

特
　
　
　
　
別
　
　
　
　
会
　
　
　
　
計 

会　　　　計　　　　別 

一　般　会　計（イ） 

平成１８年度当初 平成１７年度当初 増　減　額 増　減　率 

千円 
８７,６３０,０００ 

千円 
８７,３２０,０００ 

千円 
３１０,０００ 

％ 
０.４　　 

総　　計 （イ）＋（ロ） 

国民健康保険事業 

老 人 保 健 医 療 

休日急患・小児夜間 

診 　療　事　業 

介 　護　保　険 

母子寡婦福祉資金貸付 

競　　　　　　　輪 

公 共 地 下 駐 車 場 

交 通 災 害 共 済 

農 業 集 落 排 水 

西口土地区画整理 

水　　　　　　　道 

公 共 下 水 道 

特別会計・小計（ロ） 

２６,８４８,４００ 

２０,３７９,５３５ 

― 

３９０,０００ 

１０,３５６,０００ 

８７,２００ 

３,０５１,０００ 

２２９,６００ 

６５,２７６ 

９２,１００ 

１９１,５００ 

９,６１６,９４９ 

８,６５１,０２６ 

７９,９５８,５８６ 

１６７,５８８,５８６ 

２６,４０６,８００ 

２０,４６０,３７９ 

６３,３１０ 

― 

１０,０２９,６００ 

９６,４５０ 

３,０６９,０００ 

２４０,７００ 

６８,５００ 

１８８,９００ 

３７２,６００ 

９,９０７,３７０ 

１１,１５９,０５０ 

８２,０６２,６５９ 

１６９,３８２,６５９ 

４４１,６００ 

△  ８０,８４４ 

△  ６３,３１０ 

３９０,０００ 

３２６,４００ 

△  ９,２５０ 

△  １８,０００ 

△  １１,１００ 

△  ３,２２４ 

△  ９６,８００ 

△  １８１,１００ 

△  ２９０,４２１ 

△  ２,５０８,０２４ 

△  ２,１０４,０７３ 

△  １,７９４,０７３ 

１.７ 

△  ０.４ 

皆減 

皆増 

３.３ 

△  ９.６ 

△  ０.６ 

△  ４.６ 

△  ４.７ 

△  ５１.２ 

△  ４８.６ 

△  ２.９ 

△  ２２.５ 

△  ２.６ 

△  １.１ 




